
（2）実務経験（見込）証明書は、受験資格等を東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト（下記 URL
参照）で確認したうえで、証明権限を有する方（法人の代表者、施設・事業所の長等、証明権限がある
方を言います。以下「証明者」。）が作成してください。
※受験申込者が自書した場合、本証明書は無効となります（個人開業等により証明者と受験申込者が同

　　一の場合を除く）。

《本頁の注意事項、次頁の記入要領はコピーをして実務経験（見込）証明書の記入を依頼する際に、証明者にお渡しください》

（1）令和７年度指定の様式を使用し作成してください。
 

　　　　　　　＊当財団ケアマネジャー専用サイト URL

　　　　　　　　　https://www.keamane.tokyo.jp/shiken/

（3）受験者（被証明者）の業務従事状況を必ず書類等で確認したうえで証明を行ってください。 
（4）受験者の実務経験について、「別表１に定める国家資格等に基づく業務」、又は「別表２に定める相談
　 援助業務」のいずれかに従事していることを確認したうえで証明を行ってください。

＜国家資格等に基づく業務について＞

○ 要援護者に対する直接的な対人援助業務が、当該資格の本来業務として明確に位置付けられていること
が必要です。

（実務経験に該当する例）

・病院の医師として患者の診察治療にあたっている。
・指定訪問介護事業所で訪問介護員（介護福祉士を有する）として介護業務を行っている。
・指定通所介護事業所で生活相談員（社会福祉士を有する）として相談業務を行っている。

○国家資格等を有していても、次のようなケースは実務経験には該当しません。

（実務経験に該当しない例）

・国家資格等に基づく要援護者に対する直接対人援助業務でない場合
　（例） 「看護師を有している者が行う看護学校業務や研究業務」
 「介護福祉士を有する訪問介護員が行う生活援助のみの業務」
 「栄養士が行う献立作成や調理」　等
・要援護者に対する直接対人援助業務が国家資格等の本来業務に位置付けられていない場合
　（例） 社会福祉士を有している者が行う介護業務（介護職員として従事）　等

（5）　同一施設内で職種変更があった場合は、実務経験証明書の備考欄に、職種名・その職種における従事期間・
従事日数が詳細に記載されていれば１枚の実務経験証明書でかまいません。

（6）　同一法人・同一会社内であっても、複数の施設・事業所等を異動している場合は、お手数ですが、それ
ぞれの施設・事業所ごとに実務経験証明書を作成してください。

　※派遣社員の方で複数の施設・事業所等に派遣されている場合も同様です。

（7）　実務経験見込証明書を発行する場合は、従事期間を最長で令和７年１０月１１日（土）（試験日の前日）
まで算入できます。後日、見込の従事期間及び従事日数を満たした時点で、受験者に対し、確定した内容で「実
務経験証明書」の発行をお願いします。

　（確定した「実務経験証明書」の提出期限は令和７年１０月２０日（月）（当日消印有効）です。）

（8）　訂正した箇所は二重線で消し、訂正印として証明者の公印（職印）を押印してください。

（9）　証明内容が不明な場合等は、証明者に内容確認の問い合わせをすることや、書類の再提出等を求めるこ
とがあります。
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（2）実務経験（見込）証明書は、受験資格等を東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト（下記 URL
参照）で確認したうえで、証明権限を有する方（法人の代表者、施設・事業所の長等、証明権限がある
方を言います。以下「証明者」。）が作成してください。
※受験申込者が自書した場合、本証明書は無効となります（個人開業等により証明者と受験申込者が同

　　一の場合を除く）。

《本頁の注意事項、次頁の記入要領はコピーをして実務経験（見込）証明書の記入を依頼する際に、証明者にお渡しください》

（1）令和７年度指定の様式を使用し作成してください。
 

　　　　　　　＊当財団ケアマネジャー専用サイト URL

　　　　　　　　　https://www.keamane.tokyo.jp/shiken/

（3）受験者（被証明者）の業務従事状況を必ず書類等で確認したうえで証明を行ってください。 
（4）受験者の実務経験について、「別表１に定める国家資格等に基づく業務」、又は「別表２に定める相談
　 援助業務」のいずれかに従事していることを確認したうえで証明を行ってください。

＜国家資格等に基づく業務について＞

○ 要援護者に対する直接的な対人援助業務が、当該資格の本来業務として明確に位置付けられていること
が必要です。

（実務経験に該当する例）

・病院の医師として患者の診察治療にあたっている。
・指定訪問介護事業所で訪問介護員（介護福祉士を有する）として介護業務を行っている。
・指定通所介護事業所で生活相談員（社会福祉士を有する）として相談業務を行っている。

○国家資格等を有していても、次のようなケースは実務経験には該当しません。

（実務経験に該当しない例）

・国家資格等に基づく要援護者に対する直接対人援助業務でない場合
　（例） 「看護師を有している者が行う看護学校業務や研究業務」
 「介護福祉士を有する訪問介護員が行う生活援助のみの業務」
 「栄養士が行う献立作成や調理」　等
・要援護者に対する直接対人援助業務が国家資格等の本来業務に位置付けられていない場合
　（例） 社会福祉士を有している者が行う介護業務（介護職員として従事）　等

（5）　同一施設内で職種変更があった場合は、実務経験証明書の備考欄に、職種名・その職種における従事期間・
従事日数が詳細に記載されていれば１枚の実務経験証明書でかまいません。

（6）　同一法人・同一会社内であっても、複数の施設・事業所等を異動している場合は、お手数ですが、それ
ぞれの施設・事業所ごとに実務経験証明書を作成してください。

　※派遣社員の方で複数の施設・事業所等に派遣されている場合も同様です。

（7）　実務経験見込証明書を発行する場合は、従事期間を最長で令和７年１０月１１日（土）（試験日の前日）
まで算入できます。後日、見込の従事期間及び従事日数を満たした時点で、受験者に対し、確定した内容で「実
務経験証明書」の発行をお願いします。

　（確定した「実務経験証明書」の提出期限は令和７年１０月２０日（月）（当日消印有効）です。）

（8）　訂正した箇所は二重線で消し、訂正印として証明者の公印（職印）を押印してください。

（9）　証明内容が不明な場合等は、証明者に内容確認の問い合わせをすることや、書類の再提出等を求めるこ
とがあります。
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＜記入要領＞
項目 注意事項

証明日 ■証明した日（証明書発行日）を記入してください。

証明者名等
■証明者名の他、今後の問い合わせ先として担当者氏名、連絡先番号等を記入してください。
■ 証明印は証明者の公印（職印）を使用してください。なお、個人経営等で公印がない場合は、役

所等に通常書類を提出する際に使用する個人印を使用してください。

受験者氏名等
■勤務時の氏名（フリガナ含む）、生年月日を記入し、該当する元号を○で囲んでください。
※ 過去に勤務した者の証明をする際、受験者が勤務当時旧姓であった場合には、その当時の姓で記

※電子印鑑は原則として不可です。

入してください。

所
業
事
は
た
ま
設
施

■受験者が勤務している（していた）施設等の名称を記入してください。
※サテライト事業所の場合は、本体事業所の名称を併記してください。

所在地 ■受験者が勤務している（していた）施設等の所在地を記入してください。

種別 ■施設種別・事業種別を具体的に記入してください。
　（例）指定訪問介護、特別養護老人ホーム、指定生活介護、病院、診療所、施術所　等

介護保険・障
害福祉サービ
ス事業所番号

■ 「介護保険法」又は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障
害者総合支援法」）」に基づく指定事業所については、事業所番号も記入してください。
※上記以外の施設または事業所は記入不要です。

※施術所の場合は、保健所の収受印がある「施術所開設届」の写しを添付してください。
施設等開設

年月日
（事業開始
　年月日）

■ 当該施設等の開設年月日を記入してください。都道府県知事等の指定等を受けた日、又は届出を
行った日と、開設年月日が異なる場合はいずれも記入してください。

■閉鎖した施設等の場合は、備考欄に閉鎖日（廃止日）を記入してください。
　 また、「介護保険法」又は「障害者総合支援法」に基づく東京都内の指定事業所を除き、開設年月

日及び閉鎖年月日が確認できる書類を添付してください。
国家資格等 ■ 当財団ケアマネジャー専用サイトに掲載されている別表１及び２を参照し、国家資格等及び受験

資格コードを記入してください。
　【国家資格等に基づく業務に従事している（していた）場合】
　（例）「病院の看護師として、看護業務に従事」
　　　　➡　国家資格等に「看護師」、受験資格コードに「106」を記入
　　　　「介護福祉士の登録日以降に指定介護老人福祉施設（特養）で介護業務に従事」
　　　　➡　国家資格等に「介護福祉士」、受験資格コードに「111」を記入
　【相談援助業務に従事している（していた）場合】
　（例）「指定特定施設入居者生活介護で生活相談員として相談援助業務に従事」
　　　　➡　国家資格等に「生活相談員」、受験資格コードに「201」を記入

受験資格コード

職種名 ■施設・事業所等で実際に従事している職種名を記入してください。
　（例）医師、看護師、薬剤師、介護職員、訪問介護員、生活相談員、生活支援員　等

業務内容

■ 受験者が国家資格等に基づく直接対人援助業務を行っている（行っていた）場合は、「国家資格等
に基づく直接対人援助業務」にチェックしてください。（P.36(3) 参照）

■ 受験者が相談援助業務に従事している（していた）場合は、「相談援助業務」にチェックしてくだ
さい。

　（例）「指定介護老人福祉施設（特養）で生活相談員として相談業務に従事」　等

直接対人援助
業務従事期間

■受験者が「要援護者に対し、 直接的な対人援助業務を行っていた期間」を記入してください。
■ 国家資格等を有していても、直接対人援助業務でない期間（例：看護師資格を有し、看護学校業

務や研究業務等を行っていた期間等）は算入できません。事務等の受験資格に該当しない従事期
間は必ず除外してください。（Q&A8 ～ 10 参照※ケアマネジャー専用サイト掲載）

※国家資格等に基づく業務の場合、資格の登録日以降を算入します。
※育児休業、病気休業等の休職期間は除外し、除外した期間を備考欄に記入してください。

上記のうち業務
に従事した日数

■ 休日、休暇（公休含む）、研修、休職等で従事しなかった日を除いた日数（実際に受験資格に該当
する勤務のあった日数）を記入してください。

■日数の換算については、１日の勤務時間が短い場合も１日勤務したものとみなします。

備考欄
■ 「施設等の名称・所在地変更」や「運営法人の変更」等があった場合は、変更年月日とあわせて

記入してください。
■派遣社員として勤務している（していた）場合は「派遣勤務」と記入してください。

【注意】
※ 実務経験（見込）証明書について、不実又は錯誤した内容を証明した場合は、その受験は「無効」とな

ります。
※ 証明権限を有する代表者は、そのてん末を報告しなければなりません。事実と異なる実務経験（見込）

証明書を発行した場合は、証明権限を有する代表者名等を公表することがあります。
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